
鳥取市土砂災害特別警戒区域等危険住宅建替事業費補助金交付要綱 

（ 趣旨）  

第１条 この要綱は、鳥取市土砂災害特別警戒区域等危険住宅建替事業費補助 

金（ 以下「 本補助金」 という。） の交付について、鳥取市補助金等交付規則

（ 昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「 規則」 という。） に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。  

（ 定義）  

第２条 この要綱において「 住宅」 とは、居室を有する建築物（ 一戸建て住

宅、 

長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの（ 店舗等の用に供する

部分の床面積（ 建替えを行ったものにあっては、建替え後の床面積） が延べ

面積の２分の１未満のものに限る。） を含む。） のうち、平成１３年国土交通

省告示第３８３号に規定する構造方法を用いたものをいう。  

２  この要綱において「 避難所」 とは、公共施設を除く集会所等のうち、平成

１３年国土交通省告示第３８３号に規定する構造方法を用いたものをいう。  

（ 交付目的）  

第３条 本補助金は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に 

関する法律（ 平成１２年法律第５７号） 第８条第１項の規定に基づく土砂災 

害特別警戒区域（ 以下「 特別警戒区域」 という。） 内において自らが居住す

るための住宅及び避難所の新築、増築又は改築を行う者（ 建築基準法（ 昭和

２５年法律第２０１号） 第６条第１項の規定による確認を受けるべき住宅及

び避難所の新築、増築又は改築を行うものに限る。以下「 住宅等の新築等を

行う者」 という。） に対して必要となる建築構造の強化経費の一部を助成す

ることにより、特別警戒区域内に居住する者の定住を支援することを目的と

して交付する。  

(補助対象事業者) 

第４条 本補助金の交付の対象となる者は、住宅等（ 特別警戒区域内における

住宅で、事業者以外のものが居住する長屋及び共同住宅に係るものを除

く 。） の新築等を行う者で、特別警戒区域指定以前から居住（ 居住していな

い事業者が行うものにあっては、特別警戒区域指定以前から所有し、又は借

地する敷地において止むを得ず行うものに限る。） するものとする。  

（ 補助対象経費）  

第５条 本補助金の交付の対象となる経費（ 以下「 補助対象経費」 という。）  

は、住宅及び避難所の新築、増築又は改築のため平成１３年国土交通省告示

第３８３号に規定する構造方法を用いて強化した壁の延長に次の基準単価を

乗じて算出した額とする。  

（ １） 外壁を強化した場合 ５９，０００円／ｍ 

（ ２） 外壁の外側に防護壁を設置した場合 ９５，０００円／ｍ 



（ 補助金の算定等）  

第６条 本補助金は、補助対象経費に１０分の１０を乗じて得た額以内で算定

し、予算の範囲内で交付する。ただし、１戸当たり２，０００千円を限度と

する。  

（ 補助金の交付の申請）  

第７条 規則第４条の規定により、本補助金の交付を申請しようとする者は、  

補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて､市長が別に定める期日ま

でに市長に提出しなければならない。  

（ １） 規則第４条第１号の事業計画書（ 様式第１号）  

（ ２） 規則第４条第１号の収支予算書（ 様式第２号）  

（ ３） 住宅の実施設計書 

(補助事業が２年度にわたる場合の年度終了実績報告) 

第８条 補助事業者は、補助事業が２年度にわたる場合は、初年度において実

施した補助事業の実績を様式第３号により翌年度の４月３０日までに市長に

提出しなければならない。  

(承認を要しない変更) 

第９条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の 

変更とする。  

（ １） 本補助金の増額 

（ ２） 本補助金の２割を超える減額 

(実績報告) 

第１０条 規則第１２条の規定による補助事業等実績報告書は、補助事業完了

後１か月を経過する日又は本補助金の交付の決定があった日の属する年度の

翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。  

（ １） 規則第１２条第１号の事業報告書（ 様式第１号）  

（ ２） 規則第１２条第２号の収支決算書（ 様式第２号）  

（ ３） 補助事業の成果を証する写真（ 原則として施行前・ 施行後のものとする 

こと。）  

（ ４） 完了検査済証の写し（ 建築確認を要する場合のみに限る。）  

(雑則) 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市整備部長が定め

る。  

附 則 

この要綱は、平成２２年７月１５日から施行し、平成２２年度の補助事業か

ら適用する 



附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度の補助事業から

適用する。  

  附 則 

この要綱は平成２７年４月１日から施行する。  

  附 則 

この要綱は令和３年４月１日から施行する。  


